
広報くろしお  №114　2015（平成27）年9月号澎

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
平
成

２７
年
度
狩
猟
免
許
試
験（
冬
期
）

を
実
施
し
ま
す
。
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な

ど
の
鳥
獣
害
に
お
困
り
の
農
林
業
の
皆

さ
ん
の
受
験
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
狩
猟
免
許
の
種
類

【
第
１
種
銃
猟
免
許
】

装
薬
銃
を
使
用
す
る
猟
法（
空
気
銃

を
使
用
す
る
猟
法
も
で
き
ま
す
）

【
第
２
種
銃
猟
免
許
】

 
空
気
銃
を
使
用
す
る
猟
法

【
わ
な
猟
免
許
】

 
わ
な
を
使
用
す
る
猟
法

◆
試
験
の
日
時
・
会
場

【
第
１
種
・
第
２
種
銃
猟
】

・
１２
月

１２
日（
土
）午
前

１０
時
〜

　
四
万
十
市
立
中
央
公
民
館

 （
四
万
十
市
右
山
五
月
町
８
―

２２
）

【
わ
な
猟
】

・
９
月

２７
日（
日
）午
後
１
時
〜

 
四
万
十
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

 （
四
万
十
町
榊
山
町
３
―
７
）

・
１０
月
４
日（
日
）
午
後
１
時
〜

 
宿
毛
市
立
中
央
公
民
館

 （
宿
毛
市
中
央
２
―
７
―
１
４
）

・
１２
月

１３
日（
日
）午
前

１０
時
〜

 
四
万
十
市
立
中
央
公
民
館

◆
受
験
料

①
現
在
、
有
効
な
狩
猟
免
許
を
持
っ
て

い
な
い
方
　
 

　
　
　
５
２
０
０
円

②
一
部
免
除
者
　
 

　
　
３
９
０
０
円

◆
申
請
書
配
布
場
所

 
高
知
県
鳥
獣
対
策
課
、
中
村
地
区
猟

友
会
、
黒
潮
町
役
場

◆
申
請
方
法

 
四
万
十
市
で
受
験
希
望
の
方
は
、
申

請
書
類
を
、

１２
月
２
日（
水
）ま
で
に
、

高
知
県
猟
友
会
・
中
村
地
区
猟
友
会
ま

た
は
、
高
知
県
産
業
振
興
推
進
部
鳥
獣

対
策
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
そ
れ
以
外
の
方
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県 

産
業
振
興
推
進
部 

鳥
獣
対
策
課

　
　
蕁
０
８
８
―
８
２
３
―
９
０
４
２

　
中
村
地
区
猟
友
会（
月
、
木
の
み
）

　
　
蕁
３
４
―
２
１
６
０

　
黒
潮
町
役
場 

佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課

　
林
業
振
興
係

　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
５（
課
直
通
）

◆
参
考

　
高
知
県
猟
友
会
で
は
、
猟
友
会
員
と

猟
友
会
へ
の
加
入
希
望
者
を
対
象
に
予

備
講
習
会
を
試
験
日
の
１
週
間
前（
有

料
・
補
助
あ
り
）に
実
施
し
ま
す
。
申

込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
高
知
県
猟
友

会（
蕁
０
８
８
―
８
５
６
―
６
６
４
１
）

ま
た
は
中
村
地
区
猟
友
会
ま
で
。

　
黒
潮
町
で
は
、
長
寿
を
お
祝
い
す
る

目
的
で
、
町
内
に
１
年
以
上
在
住
さ
れ

て
い
て
、
平
成

２６
年
９
月
２
日
か
ら
平

成
２７
年
９
月
１
日
ま
で
に
満

８８
歳
に
な

ら
れ
た
方
と
、
平
成

２７
年
９
月
１
日
現

在
で
満

９９
歳
以
上
の
方
に
長
寿
褒
章
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

　
給
付
対
象
の
方
に
は
既
に
申
請
書
を

送
付
し
て
ま
す
の
で
、
手
続
き
が
お
済

み
で
な
い
方
は
、
お
早
目
に
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

　○
手
続
き
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

　
　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

　
　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　 
飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て
終
生
飼
育

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
改
正
動
物
愛

護
管
理
法（
平
成

２５
年
９
月
１
日
付
）が

施
行
さ
れ
て
か
ら
２
年
が
経
ち
ま
し
た
。

 
し
か
し
な
が
ら
依
然
と
し
て
動
物
を

捨
て
る
人
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

 
飼
い
猫
や
飼
い
犬
を
最
後
ま
で
愛
情

と
責
任
を
も
っ
て
飼
育
す
る
こ
と
は
、

飼
い
主
の
重
要
な
責
務
で
す
。

 
不
妊
手
術
や
去
勢
手
術
、
ま
た
次
の

飼
い
主
を
見
つ
け
る
な
ど
の
方
法
も
あ

り
ま
す
。

 
捨
て
猫
、
捨
て
犬
を
だ
さ
な
い
た
め

に
も
責
任
を
も
っ
て
、
終
生
飼
う
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ
　

 
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
１
係

　
　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

動
物
は
愛
情
と
責
任
を
も
っ
て
、最

後
ま
で
飼
い
ま
し
ょ
う
！

狩
猟
免
許
試
験
の
ご
案
内

黒
潮
町
長
寿
褒
章
の
お
知
ら
せ


